
次の相談ダイヤルも活用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【相談内容の例】 

●いじめ  ●不登校  ●学業・進路 ●教師との関係 

●友人関係 ●生活全般 ●家族のこと ●性的マイノリティ 

●育児   ●性暴力の被害 ●ヤングケアラー 

子どもの人権 110 番 
0120-007-110 

(通話料無料、法務局職員または  
人権擁護委員による窓口) 

児童虐待かもと思ったら 

☎１
い ち

８
は や

９
く

番 

(児童相談所全国共通ダイヤル) 

少年相談１１０番 

0120-677-110 

(北海道警察少年サポートセンター ) 

胆振管内の小学校  
４年生の作品  

子ども相談支援センター  
キャラクター  

空知管内の高等養護学校  
生徒会執行部の作品  

石狩管内の中学校  
３年生の作品  


